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新型コロナウイルス感染症の影響拡大を踏まえて事業者 

の資金繰り支援を市内金融機関に依頼 
 

八潮市では、新型コロナウイルス感染症の影響拡大により、市内事業者の

資金繰りの悪化等が懸念される状況にあることから、緊急的な対応として、

市制度融資を含めた既往債務における条件変更への対応及び各種貸付制度

等の活用により事業所の金融ニーズに適切に対応するよう、市制度融資を取

り扱う金融機関に対し、令和２年３月２４日付けで依頼しました。 

 このことにより、喫緊の課題である、市内事業者の資金繰りを支援するも

のです。 
 

 

１ 実施の背景 

令和２年３月６日、麻生財務大臣兼金融担当大臣談話として、官民の金

融機関に対し、「既往債務について、事業者の状況を丁寧にフォローアップ

しつつ、元本・金利を含めた返済猶予等の条件変更について、迅速かつ柔

軟に対応すること」や「セーフティーネット貸付、セーフティーネット保

証等の活用などを含めた、事業者のニーズに迅速かつ適切に対応すること」

などが要請されました。 

また、同月１９日には、八潮市議会の公明党の代表者と平成クラブの代

表者の連名により、「新型コロナウイルス感染症対策の緊急施策要望」とし

て、「市があっせんしている小口融資・近代化融資などの返済を一定期間返

済猶予いただくよう金融機関への働きかけを行うこと」について要望があ

りました。 

これらを踏まえ、八潮市では、市内事業者の資金繰り支援を早急に進め

る必要があるものととらえ、今般の依頼に至ったものです。 



 

２ 依頼項目 

 （１）市制度融資を含めた既往債務について、事業者の状況を丁寧にフォロ 

ーアップしつつ、元本・金利を含めた返済猶予等の条件変更について、 

迅速かつ柔軟に対応願います。 

（２）セーフティネット貸付、セーフティネット保証等の活用などを含めて、 

事業者のニーズに適切に対応願います。 

 

３ 依頼先金融機関（八潮市制度融資を取り扱う１４支店） 

（１）埼玉りそな銀行八潮支店 

（２）埼玉縣信用金庫八潮支店 

（３）埼玉縣信用金庫八潮南支店 

（４）埼玉縣信用金庫東八潮支店 

（５）亀有信用金庫八潮支店 

（６）亀有信用金庫八條支店 

（７）亀有信用金庫南八潮支店 

（８）亀有信用金庫東八潮支店 

（９）青木信用金庫八潮支店 

（10）城北信用金庫八潮支店 

（11）城北信用金庫南八潮支店 

（12）足立成和信用金庫八潮中央支店 

（13）千葉銀行八潮駅前支店 

（14）武蔵野銀行八潮支店 

 

４ 八潮市制度融資残高（令和２年２月末現在） 

 （１）八潮市中小企業小口資金融資 

    １０６件 約２億５，７００万円 

 （２）八潮市商工業近代化資金融資 

      ２件   約１，３００万円 

 （３）八潮市中小企業不況対策融資 

     ３６件   約９，５００万円 


